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第３章 認定等の申請手続について 

 

認定又は特例認定を受けようとするＮＰＯ法人は、認定申請書等を所轄庁に提出することとされています

（法44②、58②）。 

 

１ 相談・申請窓口 

   認定又は特例認定を受けようとするNPO法人は、その所轄庁に申請を行うことになります。 

   認定又は特例認定の申請をお考えの場合は、まず、事前相談をお願いします。 

   大阪府では、事前相談を予約制で行っています。事前相談のご予約は、下記までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO法人の所轄庁は、その法人の事務所の所在地によって決められており、NPO法人の主たる事務

所が所在する都道府県の知事（その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する NPO 法人にあっ

ては、当該指定都市の長）が所轄庁となります。 

したがって、大阪府内に主たる事務所を設置する法人は、所轄庁は大阪府知事となります。ただ

し、政令指定都市である大阪市、堺市の区域のみに事務所がある団体の所轄庁は、それぞれ大阪市

長、堺市長となります。 

大阪府においては、NPO法人の認証等に係る事務については、府条例により、府内の市町村に事務

を移譲している場合がありますが、認定及び特例認定に係る事務については現時点では移譲してお

りませんので、認証に係る事務処理の権限を移譲している市町村の所管の NPO 法人でも、認定及び

特例認定に係る事務については、大阪府が行うことになります。 

事務所の所在地 窓口（お問合せ先） 電話番号 

大阪市内のみ 
大阪市市民局区政支援室 

市民活動支援担当NPO法人グループ 

０６－６２０８－９８６４ 

（直通） 

堺市内のみ 
堺市市民人権局市民生活部 

市民協働課 

０７２－２２８－７４０５ 

（直通） 

大阪府内に主たる事務所

がある法人（ただし、大阪

市、堺市の各市内のみにす

べての事務所が所在する

法人を除く。） 

大阪府府民文化部 

男女参画・府民協働課府民協働グループ 

０６－６２１０－９３２０ 

（直通）  

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人の所轄庁 

■ 制度の内容や申請手続きについてのお問合せ、事前相談の予約受付は… 

大阪府府民文化部男女参画・府民協働課府民協働グループ 

〒５４０-０００８ 大阪市中央区大手前１丁目３番４９号 

 大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）３階  

Tel   ０６－６２１０－９３２０（直通）   Fax   ０６－６２１０－９３２２ 

E-mail  fuminkatsudo-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp 
HP     http://www.pref.osaka.lg.jp/fukatsu/v-npo/index.html 

mailto:fuminkatsudo-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp
http://www.pref.osaka.lg.jp/fukatsu/v-npo/index.html
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認定 NPO法人等になるまでのフロー 

① 設立認証申請  
申請者 

④ 事前相談（任意） 

 
認定ＮＰＯ法人等 

⑥ 実態確認等 

任
意
団
体
か
ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
へ 

Ｎ

Ｐ

Ｏ

法

人

か

ら

認

定

Ｎ

Ｐ

Ｏ

法

人

等

へ 

 
ＮＰＯ法人 

所
轄
庁
（
大
阪
府
） 

 
（注）設立認証申請手続の詳細については、「特定非営利活動法人（ＮＰＯ

法人）の設立・運営の手引」でご確認ください。 

 

 

 

② 設立認証 

③ 事業報告書等の提出《法29》 

 

○ 事前の自己チェック（Ｐ９～22） 

⑤ 認定（特例認定）申請 

 
○ 手引の【申請書等書式編】参照 

○ 確認させていただく資料（例）（Ｐ50） 

 

⑦ 認定（特例認定） 

○標準処理期間 ６ヶ月（※次頁参照） 
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２ 認定を受けようとする場合 

(1) 認定NPO法人として認定を受けようとするNPO法人は、次の①～③の書類を添付した申請書を所轄庁

に提出し、認定を受けることとなります（法44②）。 

（注） 申請書及び添付書類については、手引の【申請書等書式編】をご覧ください。 
① 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿（寄附金の支払者ごとの氏名（法人の名称）

と住所並びに寄附金の額、受け入れた年月日を記載したもの） 

（注） 実績判定期間とは、認定を受けようとするNPO法人の直前に終了した事業年度の末日以前５年（過去に

認定を受けたことのない法人の場合は２年）内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から

当該末日までの期間となります（法44③）。詳しくは、42頁「６ 実績判定期間」を参照してください。 

② 認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

（注） 認定の各基準については27頁から39頁を、欠格事由については40頁から41頁をご覧ください。 
③ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

 

(2) 認定の申請書の提出は、申請書を提出した日を含む事業年度開始の日において、設立の日以後１年を

超える期間が経過している必要があります（法45①八）。 

 

(3) 認定審査についての※標準処理期間は、申請を受理した日を起算日として６ヶ月以内です。ただし、 

  申請書類の欠陥補正等のため、所要の補正または書類の追加提出等を依頼した場合に当該依頼した日か

ら補正または追加提出等がなされた日までの期間や、その他本府の責めに帰さない事情により要した期

間は、６ヶ月に含まれません。 

   ※標準処理期間・・・「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするま 

でに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努める」（行政手続法第６条）と 

いう規定に基づき定める期間 

 

(4) 認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して５年となります（法51①）。 

認定の有効期間の満了後、引き続き、認定NPO法人として特定非営利活動を行おうとする認定NPO法

人は、その有効期間の更新を受ける必要があります（48頁の「４ 認定の有効期間の更新を受けようと

する場合」を参照してください。）（法51②）。 

 

 

 

３ 特例認定を受けようとする場合 

(1) 特例認定NPO法人として特例認定を受けようとするNPO法人は、次の①及び②の書類を添付した申請

書を所轄庁に提出し、特例認定を受けることとなります（法44②、58②）。 

（注） 申請書及び添付書類については、手引の【申請書等書式編】をご覧ください。 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人 
 

 
 
 
 
（大阪府） 
所 轄 庁 
 

① 認定申請書 

② 認   定 

（役員報酬規程等提出書等の提出義務） 認定ＮＰＯ 
法人 
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① 特例認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

（注１）  特例認定の各基準については33頁から39頁を、欠格事由については40頁から41頁をご覧くだ

さい。  

（注２）  特例認定の各基準に係る実績判定期間は、特例認定を受けようとする NPO 法人の直前に終了した

事業年度の末日以前２年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日まで

の期間となります（法44③、58②）。詳しくは、43頁から44頁を参照してください。 
② 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

 

(2) 特例認定の申請ができる NPO法人は、次に掲げる基準に適合する必要があります（法 45①八、59一

～三）。 

① 特例認定の申請書を提出した日を含む事業年度開始の日において、設立の日以後１年を超える期間

が経過していること 

② 特例認定の申請書を提出した日の前日において、その設立の日から５年を経過しない法人である

こと  

③ 認定又は特例認定を受けたことがないこと 

 

(3) 特例認定の有効期間は、所轄庁による特例認定の日から起算して３年となります（法60）。 

特例認定の有効期間が経過したときは、特例認定は失効しますので、特例認定の有効期間中又は有効

期間の経過後に認定NPO法人として認定を受けたい場合は、認定の申請を行う必要があります。 

なお、特例認定の有効期間中に認定NPO法人として認定を受けた場合には、特例認定の効力を失いま

す(法61①四)。 

 

４ 認定の有効期間の更新を受けようとする場合（特例認定には有効期間の更新はありません。） 

(1) 認定の有効期間の更新を受けようとする認定NPO法人は、有効期間の満了の日の６月前から３月前ま

での間（以下「更新申請期間」といいます。）に、次の①～②の書類を添付した有効期間の更新の申請

書を所轄庁に提出し、有効期間の更新を受けることとなります（法51②③⑤）。 

① 認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 

  （注） 更新に係る認定の基準については 27頁から 39頁を、欠格事由については 40頁から 41頁をご覧く

ださい。 
② 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 

（注１） 申請書及び添付書類については、手引の【申請書等書式編】をご覧ください。認定の有効期間の更

新の申請書には、寄附者名簿の提出は不要ですが、当該名簿の作成の日から５年間事務所に備え置く

必要があります（法54②一）。 
（注２）  認定の有効期間の更新の申請に係る実績判定期間は、更新を受けようとするNPO法人の直前に終了

した事業年度の末日以前５年内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日

までの期間となります（法44③、51⑤）。 

（注３）  上記①、②に係る書類については、既に所轄庁に提出している当該書類の内容に変更がないときは、
その添付を省略することができます(法51⑤ただし書)。 

 

(2) 認定の有効期間の更新がされた場合の認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日か

ら起算して５年となります（法51①）。 

なお、認定の有効期間の更新の申請があった場合において、従前の認定期間の満了の日までに当該申

請に対する処分がされないときは、従前の認定は、従前の認定の有効期間の満了後も処分がなされるま

での間は、なお効力を有することとなります（法51④）。 
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≪参  考≫ 

 

１ 所轄庁による認定等の通知 

所轄庁は、NPO法人からの申請について、認定等又は認定の有効期間の更新をしたときはその旨を当該

申請法人に対し書面により通知することになります。また、認定等又は認定の有効期間の更新をしないこ

とを決定したときはその旨とその理由を、申請法人に対し書面により通知することになります（法49①、

51⑤、62）。 

また、所轄庁は、所轄庁以外の都道府県の区域内に事務所を設置するNPO法人について認定等を行った

ときは、その認定NPO法人等の名称その他一定の事項を、その主たる事務所が所在する都道府県以外の都

道府県でその事務所が所在する都道府県の知事（所轄庁以外の関係知事）に通知することとされておりま

す(法49③、法62、法規27①)。 

 

２ 認定の公示 

所轄庁は、認定NPO法人等の認定等又は認定の有効期間の更新をしたときは、インターネットの利用そ

の他適切な方法により、次に掲げる事項を公示することとされております（法49②、51⑤、62）。 

（公示事項） 

① 認定NPO法人等の名称 

②  代表者の氏名 

③ 主たる事務所の所在地とその他の事務所の所在地 

④ 認定等の有効期間 

⑤ ①～④に掲げるもののほか、所轄庁の条例で定める事項 

また、所轄庁は、認定NPO法人等について、以下に掲げる事項に変更があったときも、インターネット

の利用その他適切な方法により、その旨を公示することとされております（法53②、法62）。 

⑥ 上記（公示事項）①、③、⑤に掲げる事項に係る定款の変更の認証をしたとき 

⑦ 上記（公示事項）③、⑤に掲げる事項に係る定款変更（所轄庁の認証を受けなければならない事項

を除きます。）の届出を受けたとき 

⑧ 代表者の氏名に変更があった旨の届出を受けたとき 

⑨ 上記（公示事項）⑤に掲げる事項に変更があったとき 

 

３ 協力依頼 

  所轄庁は、法の施行のために必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協

力を求めることができるものとされています（法73）。この規定により、所轄庁が認定申請中のNPO法人や

認定 NPO 法人等に対し、申請書の内容の確認や認定又は特例認定を取り消すべき理由が発生していないか

どうか等を確認するために実態確認を実施することがあります。 
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認定基準等の該当性や申請書類の記載内容を確認するための参考資料として提示（又は提

出）をお願いする可能性がある書類は次のとおりです。 

（注）これらは、確認させていただく資料の一例であり、認定審査の過程において、必要に応じて、これら以外の 

資料を確認させていただく場合があります。また、これらの資料は、事前相談の際にも確認させていただく場 

合があります。 

 

 

  確認させていただく書類の事例 
（参考） 

確認する主な認定基準 

1 
ＮＰＯ法人の事業活動内容がわかる資料 

(パンフレット、会報誌、マスコミで紹介されている記事、事業所一覧等） 

パブリック・サポート・テストに関する基準 

活動の対象に関する基準 

事業活動に関する基準 

不正行為等に関する基準 

2 ＮＰＯ法人の従業員一覧、給与台帳 

運営組織及び経理に関する基準 

事業活動に関する基準 

不正行為等に関する基準 

3 

総勘定元帳など作成している帳簿や取引記録 

（会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合の

「監査証明書」を含みます。） 

パブリック・サポート・テストに関する基準 

活動の対象に関する基準 

運営組織及び経理に関する基準 

事業活動に関する基準 

不正行為等に関する基準 

4 

申請書に記載された数字の計算根拠となる資料 

（例）・事業費と管理費の区分基準 

   ・役員の総数に占める一定のグループの人数割合 

パブリック・サポート・テストに関する基準 

活動の対象に関する基準 

運営組織及び経理に関する基準 

事業活動に関する基準 

5 

事業費の内容がわかる資料 

（事業活動の対象、イベント等の実績（開催回数、募集内容等）、支出先

など） 

活動の対象に関する基準 

運営組織及び経理に関する基準 

事業活動に関する基準 

6 
寄附金・会費の内容がわかる資料 

（現物寄附の評価額、寄附金・会費に係る特典等） 

パブリック・サポート・テストに関する基準 

活動の対象に関する基準 

事業活動に関する基準 

7 
絶対値基準（寄附金額の合計額が年3,000円以上の者の人数が年平均

100人以上）の算出方法がわかる資料 
パブリック・サポート・テストに関する基準 

8 条例により個別に指定を受けていることがわかる資料 パブリック・サポート・テストに関する基準 

9 
助成金・補助金収入を受けている場合、その募集要項、申請書及び報

告書等 
パブリック・サポート・テストに関する基準 

10 閲覧に関する細則（社内規則） 情報公開に関する基準 

11 

ＮＰＯ法人が特定の第三者を通じて活動を行っている場合、特定の第

三者の活動内容及びＮＰＯ法人と特定の第三者との関係がわかる資

料 

活動の対象に関する基準 

事業活動に関する基準 

不正行為等に関する基準 

確認させていただく資料（例） 
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５ 合併法人に係る認定等の基準の適用  

合併により設立されたNPO法人又は合併後存続するNPO法人は、その所轄庁に認定の申請を行うことに

なります。申請書の提出日を含む事業年度の初日において合併後１年を超える期間を経過していないもの

が、認定又は特例認定（以下「認定等」といいます。）を受けようとする場合には、認定等の基準の適用に

おいて次のように取り扱われます。 

 

(1) 合併によって設立されたNPO法人が申請を行う場合 

認定等を受けようとするNPO法人が合併によって設立されたNPO法人で申請書の提出日を含む事業年

度の初日において合併後１年を超える期間を経過していないもの（以下「合併新設法人」といいます。）

である場合の実績判定期間及び認定等の基準は、次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

※ この取扱いは、合併によって設立された日から認定等の申請日を含む事業年度の初日において１年を超える期間

を経過していない法人が対象となります。 

 

イ 実績判定期間 

合併新設法人の実績判定期間は、次のとおりとなります（法46、令６③）。 

(ｲ) 実績判定期間の終了日 

①  合併新設法人が設立後最初の事業年度を終了しているとき  

       その最初の事業年度の末日 

② 合併新設法人が設立後最初の事業年度を終了していないとき 

       設立の日の前日 

(ﾛ) 実績判定期間の開始日 

上記(ｲ)①又は②の日以前５年（過去に認定を受けたことのないNPO法人が認定を受けようとする

場合、又は特例認定を受けようとする場合は２年）内に終了した合併によって消滅した各NPO法人

（以下「合併消滅法人」といいます。）の各事業年度のうち最も早い事業年度の初日 

(注)  特例認定の申請を行う場合には、その申請書を提出した日の前日において、合併新設法人及び各合併消滅

法人の設立の日のうち最も早い日から５年を経過していないことが特例認定の基準となります（法59、 令

８④）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO法人Ａ 

NPO法人Ｂ 

認定NPO法人
合併の 
認証申請 NPO法人Ｃ設立 認定等 

申 請 

所轄庁の 
合併の認証 

 

所轄庁の 
認 定 

 

※ 設立日から 
１年未満で申請 
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（設立後最初の事業年度が終了した合併新設法人が初めて認定を受けようとする場合の実績判定期間） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

合併消滅法人Ａ 

合併消滅法人Ｂ 

合併日 
（設立日） 

認定申請日 

≪ポイント≫ 

この例の場合、申請書を提出するｎ＋１年６月30日に係

る事業年度の初日（ｎ＋１年５月 1 日）においては、設立

の日以後１年を超える期間が経過していません。 

なお、申請書を提出した日を含む事業年度の初日におい

て、設立の日以後１年を超える期間が経過している場合に

は、原則どおり申請した合併新設法人の事業年度で実績判

定期間を判定することとなります。 

これ以降に終了した合併消滅法人A又はBの事業年

度のうち、最もその開始日が早いものの初日が実績

判定期間の開始日になる 

⇒実績判定期間 

 「 n-２年９月１日～ n＋１年４月30日」 

合併新設法人Ｃ 

① 法人A（事業年度：４月～３月）と法人B（ｎ-３年９月１日設立、事業年度：９月～８月）が、 

② ｎ年５月１日に合併して新設法人C（事業年度：５月～４月）を設立し、 

(注) 合併新設法人の最初の事業年度は、必ずしも1年間で設定されるとは限らず、1年間よりも短く設定される

場合もあります。 

③ 新設法人Cがｎ＋１年６月30日に認定の申請を行う場合  

 

ｎ－３年   ｎ－２年   ｎ－１年    ｎ年 ｎ年  ｎ＋１年    ｎ＋２年 
 

                 実績判定期間 
 

4/1        4/1         4/1        4/1  5/1 

 

 

9/1       9/1         9/1               5/1  6/30 

 

           5/1                4/30  

 
                 

事業年度の末日以前 
２年以内 
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（設立後最初の事業年度が終了していない合併新設法人が初めて認定を受けようとする場合の実績判定期

間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考:各規定の読替え（法令６③）） 

通常の申請時 読替え後 

(実績判定期間について） 

実績判定期間とは、認定を受けようとする特

定非営利活動法人の直前に終了した事業年度

の末日以前５年（認定を受けたことのない特定

非営利活動法人が認定を受けようとする場合

にあっては、２年）内に終了した各事業年度の

うち最も早い事業年度の初日からその末日ま

での期間をいう（法44③）。 

（実績判定期間について） 

実績判定期間とは、認定を受けようとする特定非営利活

動法人の直前に終了した事業年度の末日（申請書を提出し

ようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終

了していない場合にあっては、その設立の日の前日。以下

この項において同じ。）以前５年（認定を受けたことのない

特定非営利活動法人が認定を受けようとする場合にあって

は、２年）内に終了した合併によって消滅した各特定非営

利活動法人の各事業年度のうち最も早い事業年度の初日か

らその末日までの期間をいう（法44③）。 

(設立後の経過期間について) 

申請書を提出した日を含む事業年度の初日

において、その設立の日以後１年を超える期間

が経過していること（法45①八）。 

(設立後の経過期間について)       

申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、合

併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のう

ち最も早い日以後１年を超える期間が経過していること

（法45①八）。 

 

 

 

 

 

 

① 法人A（事業年度：４月～３月）と法人B（ｎ-3年９月１日設立、事業年度：９月～８月）が、 

② ｎ年５月１日に合併して新設法人C（事業年度：５月～４月）を設立し、 

③ 新設法人Cがｎ年６月30日に認定の申請を行う場合  

 

ｎ－３年   ｎ－２年   ｎ－１年    ｎ年 ｎ年  ｎ＋１年    ｎ＋２年 
 

                 実績判定期間 
 

4/1        4/1         4/1          4/1  5/1 

 

 

9/1        9/1         9/1           6/30 
 

5/1                  4/30  

 
                 

合併（設立）の日の前日 
以前２年以内 

 

合併消滅法人Ａ 

合併消滅法人Ｂ 

合併日 
（設立日） 

認定申請日 

これ以降に終了した合併消滅法人 A又は Bの事業

年度のうち、最もその開始日が早いものの初日が

実績判定期間の開始日になる 

⇒実績判定期間 

  「 n-３年９月１日～ n年４月30日」 

合併新設法人Ｃ 
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ロ 法人の設立前の期間における認定等の基準への適合の判定（法46、法令５②、６②③） 

申請をしようとするNPO法人が合併新設法人である場合は、実績判定期間中に合併新設法人の設立前

の期間が含まれることとなるため、この場合の特例として、次の取扱いが定められています。 

  ① 合併後の期間については、合併新設法人について基準の適合を判定します。 

  ② 合併前の期間（実績判定期間中に限ります。）については、次表の判定方法によって、各合併消滅法

人について基準の適合を判定します。 

 

認定基準 合併前の判定方法 

パブリック・サポート・テスト（ＰＳＴ）に関する基準（一号基準） 各合併消滅法人を一の法人とみな

して判定します。 活動の対象に関する基準（二号基準） 

運営組織及び経理に関する規準（三号基準） 

各合併消滅法人のそれぞれについ

て判定します。 事
業
活
動
に
関
す
る 

基
準
（
四
号
基
準
） 

イ 宗教活動、政治活動及び特定の公職者等又は政党を推

薦、支持又は反対する活動を行っていないこと 

ロ 役員、社員、職員又は寄附者等に特別の利益を与えな

いこと及び営利を目的とした事業を行う者等に寄附を行

っていないこと 

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営

利活動に係る事業費の額の占める割合が80％以上である

こと 
各合併消滅法人を一の法人とみな

して判定します。 
ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の70％以上を特

定非営利活動に係る事業費に充てていること 

情
報
公
開
に
関
す
る 

基
準
（
五
号
基
準
） 

イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等を閲覧させること 
各合併消滅法人のそれぞれについ

て判定します。 

ロ 各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨

を説明する書類、役員報酬又は職員給与の支給に関する

規定、収益に関する事項等、助成金の提出書、寄附金を

充当する予定の事業の内容を記載した書類等を閲覧させ

ること 

各合併消滅法人（実績判定期間中に

認定又は特例認定を受けていた期

間が含まれるものに限ります。）の

それぞれについて判定します。 

所轄庁への書類の提出に関する基準（六号基準） 各合併消滅法人のそれぞれについ

て判定します。 不正行為に関する基準（七号基準） 

また、設立後の経過期間に関する基準（八号基準）は次のとおりとなります。 

合併新設法人が申請書を提出しようする事業年度の初日においてその設立の日から１年を超える期間が経

過していない場合には、各合併消滅法人のうち最も設立の早い法人の設立の日を基準として判定すること

となります。 

（注１） 各基準の詳細は、27～39頁を参照してください。 

（注２） 特例認定の申請をする法人については、１号基準及び５号ロの基準の適用はありません。 

 

≪ポイント≫ 

認定等申請書の添付書類は、合併新設法人に加え、各合併消滅法人の実績判定期間に係る添付書類も提出

する必要があります。 

また、三号基準、四号基準のイとロ、五号基準、六号基準及び七号基準は、実績判定期間内の各事業年度

だけでなく認定等の時まで満たしておく必要があります (法45①九)。 
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(2)  合併後存続したNPO法人が申請を行う場合 

認定等を受けようとするNPO法人が合併後存続するNPO法人で申請書の提出日を含む事業年度の初日

において合併後１年を超える期間を経過していないもの（以下「合併存続法人」といいます。）である場

合の実績判定期間及び認定等の基準は、次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

  ※ この取扱いは、合併の日から認定等の申請日を含む事業年度の初日において１年を超える期間を経

過していない法人が対象となります。 

 

イ 実績判定期間 

合併存続法人の実績判定期間は、次のとおりとなります（法46、令６①）。 

(ｲ)  実績判定期間の終了日 

① 合併存続法人が合併後最初の事業年度を終了しているとき  

        その最初の事業年度の末日 

  ② 合併存続法人が合併後最初の事業年度を終了していないとき 

       合併の日の前日 

(ﾛ) 実績判定期間の開始日 

上記(ｲ)①又は②の日以前５年（過去に認定を受けたことのないNPO法人が認定を受けようとする

場合、又は特例認定を受けようとする場合は２年）内に終了した合併存続法人又は各合併消滅法人

の各事業年度のうち、最も早い事業年度の初日 

（注） 特例認定の申請を行う場合には、その申請書を提出した日の前日において、合併存続法人及び各合併消

滅法人の設立の日のうち最も早い日から５年を経過していないことが特例認定の基準となります（法59、 

法令８）。 

NPO法人Ｂ 

認定NPO法人Ａ 

NPO法人Ａ 

所轄庁の 
合併の認証 

 

所轄庁の 
認 定 

 

合 併 
認定等 
申 請 

合併の 
認証申請 
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（合併後最初の事業年度が終了した合併存続法人が初めて認定を受けようとする場合の実績判定期間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（合併後最初の事業年度が終了していない合併存続法人が初めて認定を受けようとする場合の実績判定期

間） 

 

 

 

合併存続法人Ａ 

合併消滅法人Ｂ 
認定申請日 

これ以降に終了した合併存続法人A又は合併消滅法人

B の事業年度のうち、最もその開始日が早いものの初

日が実績判定期間の開始日になる 

⇒実績判定期間 

  「 n-２年９月１日～ n＋１年３月31日」 

合併日 

① 法人A（事業年度：４月～３月）と法人B（ｎ-3年９月１日設立、事業年度：９月～８月）が、 

② ｎ年５月１日に合併して法人Aが存続し、 

③ 合併後の法人Aがｎ年６月30日に認定の申請を行う場合 

 

ｎ－３年   ｎ－２年   ｎ－１年  ｎ年  ｎ＋１年    

 

        実績判定期間 

 

4/1        4/1          4/1        4/1  5/1           

 

 

                 9/1        9/1          9/1          6/30 

5/1            4/30                    12/1 

   

                                      合併日の前日以前２年 

                      以内 

 

合併存続法人Ａ 

合併消滅法人Ｂ 
認定申請日 

これ以降に終了した合併存続法人A又は合併消滅法人

B の事業年度のうち、最もその開始日が早いものの初

日が実績判定期間の開始日になる 

⇒実績判定期間 

  「 n-３年９月１日～ n年４月30日」 

合併日 

① 法人A（事業年度：４月～３月）と法人B（ｎ-3年９月１日設立、事業年度：９月～８月）が、 

② ｎ＋１年１月１日に合併して法人Aが存続し、 

③ 合併後の法人Aがｎ＋１年６月30日に認定の申請を行う場合  
 

ｎ－３年   ｎ－２年   ｎ－１年  ｎ年  ｎ＋１年    

 

           実績判定期間 

 

4/1        4/1          4/1        4/1      1/1  4/1         

 
                 

 

                 9/1        9/1           9/1        9/1    6/30 

    4/1           3/31                    12/1 

   

                                         Aの直前に終了した事業 
                       年度の末日以前２年以内 
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（参考:各規定の読替え（法令６①）） 

通常の申請時 読替え後 

（実績判定期間について） 

実績判定期間とは、認定を受けようとする

特定非営利活動法人の直前に終了した事業

年度の末日以前５年（認定を受けたことのな

い特定非営利活動法人が認定を受けようと

する場合にあっては、２年）内に終了した各

事業年度のうち最も早い事業年度の初日か

らその末日までの期間をいう（法44③）。 

(実績判定期間について） 

実績判定期間とは、認定を受けようとする特定非営利活動法

人の直前に終了した事業年度の末日（当該末日の翌々日以後に

合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項

において同じ。）以前５年（認定を受けたことのない特定非営

利活動法人が認定を受けようとする場合にあっては、２年）内

に終了したその特定非営利活動法人又は合併によって消滅し

た各特定非営利活動法人の各事業年度のうち最も早い事業年

度の初日からその末日までの期間をいう（法44③）。 

(設立後の経過期間について) 

申請書を提出した日を含む事業年度の初

日において、その設立の日以後１年を超え

る期間が経過していること（法45①八）。 

(設立後の経過期間について)       

申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その申

請に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特

定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日以後１年を超

える期間が経過していること（法45①八）。 

 

ロ 法人の合併前の期間における認定基準等への適合の判定（法46、法令５②、６①②） 

申請をしようとするNPO法人が合併存続法人である場合は、実績判定期間中に合併存続法人の設立前

の期間が含まれることとなるため、この場合の特例として、次の取扱いが定められています。 

① 合併後の期間については、合併存続法人について基準の適合を判定します。 

  ② 合併前の期間（実績判定期間中に限ります。）については、次表の判定方法によって、合併前の合併

存続法人（以下「合併前法人」といいます。）及び各合併消滅法人について基準の適合を判定します。 

認定基準 判定方法 

パブリック・サポート・テスト（ＰＳＴ）に関する基準（一号基準） 合併前法人及び合併消滅法人を一の法

人とみなして判定します。 活動の対象に関する基準（二号基準） 

運営組織及び経理に関する規準（三号基準） 

合併前法人及び合併消滅法人のそれぞ

れについて判定します。 
事
業
活
動
に
関
す
る 

基
準
（
四
号
基
準
） 

イ 宗教活動、政治活動及び特定の公職者等又は政党を推薦、

支持又は反対する活動を行っていないこと 

ロ 役員、社員、職員又は寄附者等に特別の利益を与えない

こと及び営利を目的とした事業を行う者等に寄附を行って

いないこと 

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利

活動に係る事業費の額の占める割合が80％以上であること 合併前法人及び合併消滅法人を一の法

人とみなして判定します。 ニ 実績判定期間における受入寄附金総額の70％以上を特定

非営利活動に係る事業費に充てていること 

情
報
公
開
に
関
す
る 

基
準
（
五
号
基
準
） 

イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等を閲覧させること 
合併前法人及び合併消滅法人のそれぞ

れについて判定します。 

ロ 各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を

説明する書類、役員報酬又は職員給与の支給に関する規定、

収益に関する事項等、助成金の提出書、寄附金を充当する

予定の事業の内容を記載した書類等を閲覧させること 

合併前法人及び合併消滅法人（実績判定

期間中に認定又は特例認定を受けてい

た期間が含まれるものに限ります。）の

それぞれについて判定します。 

 

所轄庁への書類の提出に関する基準（六号基準） 合併存続法人及び合併消滅法人のそれ

ぞれについて判定します。 不正行為に関する基準（七号基準） 
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また、設立後の経過期間に関する基準（八号基準）は次のとおりとなります。 

合併存続法人が申請書を提出しようする事業年度の初日においてその合併の日から１年を超える期間が経過

していないものである場合には、合併存続法人又は合併消滅法人のうち最も設立の早い法人の設立の日を基準

として判定することとなります。 

（注１） 各基準の詳細は、27～39頁を参照してください。 

（注２） 特例認定の申請をする法人については、１号基準及び５号ロの基準の適用はありません。 

 

≪ポイント≫ 

認定等申請書の添付書類は、合併存続法人に加え、各合併消滅法人の実績判定期間に係る書類も提出する

必要があります。 

また、三号基準、四号基準のイとロ、五号基準、六号基準及び七号基準は、実績判定期間内の各事業年度

だけでなく認定等の時まで満たしておく必要があります (法45①九)。 

 


